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議
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四
三
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対
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を
送
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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
一
九
四
三
年
の
大
東
亜
宣
言
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

昭
和
十
八
年
十
一
月
に
開
催
さ
れ
た
大
東
亜
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
の
参
加
国
の
当
時
の
国
名
、
そ
の
代
表

者
及
び
官
職
名
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

日
本
国
、
東
條
英
機
、
内
閣
総
理
大
臣

二

中
華
民
国
、
汪
兆
銘
、
国
民
政
府
行
政
院
院
長

三

タ
イ
国
、
ワ
ン
ワ
イ
タ
ヤ
コ
ー
ン
、
副
首
相

四

満
州
国
、
張
景
惠
、
国
務
総
理
大
臣

五

フ
ィ
リ
ピ
ン
共
和
国
、
ホ
セ
・
ペ
ー
・
ラ
ウ
レ
ル
、
大
統
領

六

ビ
ル
マ
国
、
バ
ー
・
モ
ウ
、
内
閣
総
理
大
臣

二
及
び
四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
国
家
間
合
意
」
及
び
「
効
力
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
大
東
亜
共
同
宣
言
は

法
的
拘
束
力
を
有
す
る
国
際
約
束
と
し
て
締
結
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

一



三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
文
言
は
、
会
議
の
参
加
国
が
当
時
に
お
け
る
認
識
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

二


